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滋賀県立公文書館
― SHIGA PREFECTURAL ARCHIVES ―

　表紙の写真は、昭和 26 年の湖国巡幸にて、昭和天皇が信楽窯業試験場を視察した時のものです。同所の入口庭園
には、高さ 6 尺の大きなたぬきから 8 寸の豆たぬきまで、さまざまな大きさの信楽焼のたぬきが、日の丸の旗を持って
天皇を出迎えました。天皇はこれを見て、「をさなどき あつめしからに なつかしも 信楽焼の狸を見れば」と詠み
ました。この歌が、信楽焼のたぬきが全国的に有名となったきっかけのひとつであると言われています。

昭和天皇と信楽焼のたぬき【資-625】
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当
館
が
所
蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
は
、
皆
様
よ
り
利
用

請
求
書
を
御
提
出
い
た
だ
い
て
か
ら
、
当
館
職
員
が
制
限
情
報

の
有
無
の
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
特
集
で
は
、
普
段
職
員

が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
、
資
料
を
利
用
に
供
し
て
い
る

の
か
、
詳
し
く
御
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

利
用
区
分
の
確
認

　

は
じ
め
に
、
当
館
職
員
は
請
求
の
あ
っ
た
資
料
の
利
用
区
分

を
確
認
し
ま
す
。
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
利
用
区
分
に
は
、

次
の
四
種
類
が
あ
り
ま
す
。

①
公　
　

開　

制
限
の
有
無
の
審
査
が
済
ん
で
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　

の
う
ち
、
利
用
の
制
限
が
な
い
も
の
。

②
一
部
公
開　

制
限
の
有
無
の
審
査
が
済
ん
で
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　

の
う
ち
、
一
部
の
情
報
を
制
限
し
利
用
す
る

　
　
　
　
　
　

こ
と
が
で
き
る
も
の
。

③
非
公
開　

制
限
の
有
無
の
審
査
が
済
ん
で
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　

の
う
ち
、
利
用
を
制
限
す
る
も
の
。

④
未
審
査　

制
限
の
有
無
の
審
査
が
済
ん
で
い
な
い
も
の
。

　

こ
の
う
ち
、「
公
開
」
の
資
料
（
全
体
の
一
割
未
満
）
は
審
査

が
不
要
で
す
が
、
所
蔵
資
料
の
大
半
を
占
め
る
「
一
部
公
開
」

「
未
審
査
」
の
も
の
は
、
利
用
請
求
の
た
び
に
制
限
情
報
の
有
無

を
確
認
し
て
い
ま
す
。

利
用
審
査
の
手
順

　

利
用
審
査
は
、「
滋
賀
県
立
公
文
書
館
に
お
け
る
滋
賀
県
公

文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
利
用
請
求
に
対
す
る

処
分
に
係
る
審
査
基
準
」
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
ま
す
。
個
人

の
権
利
利
益
等
を
保
護
す
る
必
要
性
は
、
時
の
経
過
に
伴
い
失

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
利
用
制
限
は
作
成
ま
た
は
取
得

の
日
か
ら
三
〇
年
を
超
え
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
が
、

時
の
経
過
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
利
用
を
制
限
す
べ
き
情
報
が

含
ま
れ
る
場
合
、
必
要
最
小
限
の
制
限
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

利
用
が
制
限
さ
れ
る
個
人
情
報
は
、
三
〇
年
以
上
の
一
定
の

期
間
が
経
過
し
、
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
く

な
っ
た
時
点
で
利
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
期
間

の
目
安
は
、
情
報
の
類
型
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
詳
し
く

は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

【
五
〇
年
】

ア　

学
歴
ま
た
は
職
歴

イ　

財
産
ま
た
は
所
得

ウ　

採
用
、
選
考
ま
た
は
任
免

工　

勤
務
評
定
ま
た
は
服
務

オ　

人
事
記
録

【
八
〇
年
】

ア　

国
籍
、
人
種
ま
た
は
民
族

イ　

家
族
、
親
族
ま
た
は
婚
姻

ウ　

信
仰

エ　

思
想

オ　

伝
染
病
の
疾
病
、
身
体
の
障
害
そ
の
他
の
健
康
状
態

カ　

刑
法
等
の
犯
罪
歴
（
罰
金
以
下
の
刑
）

キ　

貧
窮
、
生
活
扶
助
そ
の
他
の
生
活
状
況

【
一
一
〇
年
を
超
え
る
適
切
な
年
】

ア　

刑
法
等
の
犯
罪
歴
（
禁
錮
以
上
の
刑
）（
一
一
〇
年
）

イ　

重
篤
な
遺
伝
性
の
疾
病
、
精
神
の
障
害
そ
の
他
の
健
康

　
　

状
態
（
一
四
〇
年
）

ウ　

被
差
別
部
落
に
関
す
る
も
の
（
永
年
）

　

請
求
の
あ
っ
た
資
料
の
な
か
に
、
右
記
の
類
型
の
情
報
（
一

定
の
期
間
未
満
）
が
含
ま
れ
る
場
合
、
利
用
制
限
を
行
い
ま
す
。

例
え
ば
、「
県
参
事
会
議
案
綴
」（
昭
き
27
）
に
綴
ら
れ
た
「
精

神
病
者
監
護
費
」
と
い
う
資
料
に
は
、
入
院
患
者
の
氏
名
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
情
報
は
、
右
記
の
類
型
の
「
重
篤
な

遺
伝
性
の
疾
病
、
精
神
の
障
害
そ
の
他
の
健
康
状
態
」
に
該

当
す
る
た
め
、
作
成
か
ら
一
四
〇
年
の
期
間
が
経
過
し
な
け
れ

ば
、
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
回
の
場
合
、
昭
和
四

年
（
一
九
二
九
）
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
条
件
を
満
た

さ
ず
、
左
記
の
よ
う
に
利
用
を
制
限
し
て
い
ま
す
。

利用が制限された資料（昭き27）

【
特
集
】

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
審
査

令和２年（2020）９月 ２



　

な
お
、
利
用
が
制
限
さ
れ
る
情
報
は
、
原
則
と
し
て
個
人
・

団
体
等
を
特
定
で
き
る
情
報
の
み
に
限
定
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、「
特
種
部
落
」
や
「
第
三
国
人
」
な
ど
、
現
在
の
目
か
ら

見
て
不
適
切
な
表
現
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
時
の
社
会
状
況

を
伝
え
る
重
要
な
記
録
の
一
部
と
し
て
、
表
現
自
体
は
利
用
に

供
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
被
差
別
部
落
の
地
域
名
は
、
住
所

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
た
め
、
当
館
で
は
利
用
を
制
限
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
審
査
の
過
程
で
は
、
担
当
者
が
判
断
に
迷
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
信
仰
」
と
い
っ
て
も
、
職
業
で
あ
る

住
職
や
神
職
も
含
ま
れ
る
の
か
、
個
人
情
報
は
具
体
的
に
ど
こ

ま
で
制
限
す
る
の
か
な
ど
で
す
。
そ
の
場
合
、
当
館
で
は
利
用

審
査
に
係
る
打
合
せ
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
会
議
に
は
、
館
長
、

審
査
担
当
者
ほ
か
数
名
の
職
員
が
参
加
し
、
過
去
の
審
査
事
例

を
勘
案
し
て
、
公
開
の
可
否
や
利
用
制
限
の
箇
所
を
集
団
的
に

検
討
し
て
い
ま
す
。
審
査
結
果
は
記
録
に
残
し
、
左
記
の
よ
う
な

情
報
類
型
の
「
解
釈
」
と
し
て
と
り
ま
と
め
、
そ
の
後
の
審
査

に
役
立
て
て
い
ま
す
。

【
八
〇
年
】

「
ウ　

信
仰
」

　

氏
子
・
氏
子
総
代
・
信
徒
・
信
徒
総
代
な
ど
。
本
人
の

氏
名
・
住
所
（
大
字
ま
で
公
開
）・
生
年
月
日
（
年
齢
は

公
開
）・
印
影
・
家
族
名
な
ど
、
個
人
を
特
定
で
き
る
情

報
を
制
限
す
る
。社
寺
の
住
職
・
神
職
な
ど
の
情
報
は
、「
職

歴
」
と
す
る
（
五
〇
年
区
分
）。

利
用
制
限
の
方
法

　

利
用
制
限
を
行
う
際
は
、
当
該
情
報
が
含
ま
れ
る
部
分
を
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
パ
ソ
コ
ン
上
で
制
限
箇
所
に
マ
ス

キ
ン
グ
（
黒
塗
り
）
を
行
い
、
複
写
物
を
作
成
し
ま
す
。
資
料

全
体
を
非
公
開
と
は
せ
ず
、
利
用
制
限
箇
所
に
袋
が
け
を
行
っ
た

資
料
の
現
物
と
、
マ
ス
キ
ン
グ
し
た
複
写
物
を
利
用
に
供
し
て

い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
文
書
単
位
（
×
簿
冊
）
で
利
用
請
求
が
あ
っ
た
場

合
、
審
査
時
間
の
短
縮
の
た
め
、
通
常
は
審
査
も
文
書
単
位
で

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
簿
冊
の
な
か
で
も
非
請

求
箇
所
は
和
紙
の
帯
を
か
け
、
利
用
で
き
な
い
措
置
を
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
何
卒
御
理
解
く
だ
さ
い
。

　

一
方
で
、
利
用
区
分
の
う
ち
「
公
開
」
と
さ
れ
て
い
る
資
料

は
、
即
日
利
用
も
可
能
で
す
。
館
内
備
え
付
け
の
「
特
定
歴
史

公
文
書
等
簡
易
閲
覧
申
込
書
」
を
御
提
出
い
た
だ
け
れ
ば
、
審

査
時
間
な
し
に
御
利
用
で
き
ま
す
。
あ
い
に
く
現
在
の
と
こ
ろ
、

対
象
資
料
は
一
割
未
満
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
審
査

回
数
を
重
ね
る
な
か
で
、
徐
々
に
追
加
し
て
い
く
予
定
で
す
。

利
用
制
限
に
対
す
る
不
服
が
あ
る
場
合

　

利
用
制
限
の
箇
所
や
方
法
等
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
滋
賀

県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
請
求

期
限
は
、
利
用
決
定
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
三
か

月
後
で
、
請
求
書
の
様
式
は
任
意
で
す
。
こ
の
請
求
は
、
特
定

歴
史
公
文
書
等
の
利
用
請
求
権
に
基
づ
く
も
の
で
、
今
年
四
月
に

「
滋
賀
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
」
が
施
行
さ
れ
て

初
め
て
整
え
ら
れ
た
手
続
き
で
す
。

　

審
査
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
、
本
県
は
弁
護
士
や
大
学
教
員

等
で
構
成
さ
れ
る
「
滋
賀
県
公
文
書
管
理
・
情
報
公
開
・
個
人

情
報
保
護
審
議
会
」
に
諮
問
を
行
い
ま
す
。
同
会
か
ら
の
答
申

を
踏
ま
え
、
最
終
的
に
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
規
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
、
当
館
で
は
請
求
の
あ
っ
た

日
か
ら
、
原
則
三
〇
日
以
内
に
利
用
の
決
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

古
文
書
の
所
蔵
機
関
と
異
な
り
、
請
求
か
ら
一
定
の
時
間
を
頂

戴
し
て
い
る
の
は
、
近
現
代
の
公
文
書
に
は
、
現
在
を
生
き
る

私
た
ち
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
情
報
が
数
多
く

含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
す
。
県
民
に
と
っ
て
重
要
な
個
人
情
報

等
は
保
護
し
つ
つ
、
制
限
箇
所
を
最
小
限
に
と
ど
め
て
利
用
に

供
す
る
た
め
に
は
、
資
料
一
点
一
点
に
つ
い
て
慎
重
な
審
査
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

資
料
の
公
開
と
制
限
の
バ
ラ
ン
ス
は
難
し
い
課
題
で
す
が
、

当
館
で
は
審
査
基
準
を
常
に
見
直
し
な
が
ら
、
今
後
と
も
多
く

の
皆
様
に
御
納
得
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
参
り
た
い
と
思
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
月　

英
雄
）

袋がけをした資料（明せ102）

滋賀のアーカイブズ　第９号３



　

私
の
生
ま
れ
育
っ
た
所
は
、
大お
ま

曲が
り

と
い
い
ま
す
。
隣
に
は
開か
い

発ほ
つ

と
い
う
所
が
あ
り
、
二
つ
を
合
わ
せ
た
地
域
が
現
在
の
守
山
市

洲す

本も
と

町
と
な
り
ま
す
。
こ
の
三
者
の
関
係
を
知
り
た
く
て
郷
土

史
を
始
め
た
の
で
し
た
。

　

教
材
は
、市
立
公
文
書
館
の
開
発
自
治
会
共
有
文
書
（
以
下
、

共
有
文
書
）
で
す
。
読
む
た
め
に
は
、
く
ず
し
字
を
習
得
す
る

必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
守
山
古
文
書
講
座
・
東
近
江
市

歴
史
カ
レ
ッ
ジ
・
大
津
市
歴
史
博
物
館
れ
き
は
く
講
座
・
滋
賀

大
学
公
開
授
業
・
草
津
古
文
書
学
習
会
で
教
え
を
乞
い
、
ま
た

Ｎ
Ｈ
Ｋ
通
信
講
座
で
も
三
年
間
学
び
ま
し
た
。

　

五
年
が
経
ち
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
卒
業
論
文
に
ま
と
め
る

た
め
、
佛
教
大
学
通
信
課
程
に
編
入
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

県
政
史
料
室
（
現
・
県
立
公
文
書
館
）
を
訪
れ
た
の
も
こ
の
頃

で
し
た
。

　

同
室
で
、①
開
発
西
村
・
川
崎
新
田
絵
図
（
明
治
五
～
七
年
）、

②
洲
本
村
々
誌
（
同
十
三
年
ヵ
）、
③
字
取
調
書
（
同
十
四
年
）

の
存
在
を
知
り
ま
す
。
①
は
村
境
を
示
す
手
書
き
の
村
絵
図
、

②
は
村
の
地
勢
、
沿
革
・
税
地
、
貢
租
・
戸
数
、
人
口
・
牛
馬

と
舟
・
社
寺
・
学
校
・
物
産
等
の
現
況
、
③
は
村
内
の
小
字
名

の
リ
ス
ト
で
す
。
こ
れ
ら
は
他
の
地
域
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
自
分
の
目
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
関
連
し
て
、
湯
川
文
彦
「
三
新
法
の
制
定
―
松
田
道
之

の
地
方
制
度
構
想
を
中
心
に
」（『
立
法
と
事
務
の
明
治
維
新
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）
と
松
沢
裕
作
「
連
合
戸
長

役
場
か
ら
『
行
政
村
』
へ
」（『
明
治
地
方
自
治
体
制
の
起
源
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
を
読
ん
で
、
明
治
初
期
の

地
方
制
度
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
一
件
で
私
の
卒
業
論
文
は
明
治
維
新
を
越
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
共
有
文
書
に
伝
わ
る
「
天
保
年
間

に
村
内
で
起
っ
た
幕
府
勘
定
奉
行
を
巻
き
込
む
大
事
件
」
を
中
心

に
小
論
に
ま
と
め
上
げ
る
つ
も
り
で
し
た
。
し
か
し
明
治
か
ら

昭
和
の
守
山
市
誕
生
ま
で
の
小
史
を
追
加
す
る
こ
と
に
し
た
の

で
す
。

　

卒
業
後
、
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
の
国
松
喜
左
衛
門
家
文
書

の
中
か
ら
一
枚
の
古
文
書
を
見
つ
け
ま
し
た
。旗
本
高
木
氏
の
、

大
曲
・
開
発
を
含
ん
だ
知
行
所
村
々
（
城
州
船
頭
村
・
谷
村
・

僧
坊
村
・
興
戸
村
・
里
村
、
江
州
牧
村
・
勅
旨
村
・
瀧
村
・
毛

枚
村
、
五
条
村
・
開
発
村
・
中
村
・
下
村
・
出
庭
村
・
中
村
・

平
松
村
）
が
地
頭
所
奉
行
に
宛
て
た
口
上
書
で
す
。

　

私
は
、
現
在
こ
の
古
文
書
を
新
た
な
起
点
と
し
て
、「
知
行

所
村
々
の
繋
が
り
」
を
テ
ー
マ
に
現
地
を
訪
ね
、
関
連
す
る
古

文
書
や
文
献
に
も
当
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
興
味
は
ま
だ

ま
だ
尽
き
ま
せ
ん
。

　

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
四
月
一
日
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要

な
公
文
書
等
を
適
切
に
保
存
し
、
利
用
に
供
す
る
た
め
、
滋
賀

県
立
公
文
書
館
が
開
館
し
ま
し
た
。
当
館
は
、
平
成
二
十
年
以

降
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
歴
史
的
文
書
を
利
用
者
の

閲
覧
に
供
し
て
き
た
県
政
史
料
室
を
改
組
し
た
も
の
で
す
。
開
館

当
日
は
、
三
日
月
知
事
を
迎
え
て
、
知
事
揮
毫
の
銘
板
の
除
幕
式

を
行
い
ま
し
た
。

　

新
た
に
公
文
書
館
と
な
る
に
伴
い
、
戦
後
期
の
文
書
の
公

開
、
検
索
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
導
入
な

ど
を
行
い
ま

し
た
。
今
後

も
、
利
用
者

の
皆
さ
ま
に

よ
り
一
層
利

活
用
し
て
い

た
だ
け
る
よ

う
な
取
り
組

み
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す

の
で
、
引
き

続
き
の
御
利

用
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し

ま
す
。

【
利
用
者
の
声
】

山
本 

善
弘

私
と
旧
県
政
史
料
室
と
の
一
件

上左：『野洲郡村誌』【明ふ50】

上右：『土地字取調書』【明こ14】

下　：「開発西村・川崎新田絵図」

　　　【明へ７（70）】

【
公
文
書
館
の
瓦
版
】

県
立
公
文
書
館
が
開
館
し
ま
し
た
！

開館式の様子（右から２人目が三日月知事）
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太
平
洋
戦
争
の
終
結
後
、
昭
和
天
皇
は
再
建
途
上
に
お
け

る
国
民
生
活
の
実
相
を
視
察
し
、
激
励
、
慰
問
す
る
た
め
に

全
国
を
巡
幸
し
ま
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
二
十
六
年

（
一
九
五
一
）
十
一
月
十
五
日
か
ら
十
六
日
の
二
日
間
に
か
け

て
滋
賀
県
を
巡
幸
し
て
い
ま
す
（
湖
国
巡
幸
）。

　

当
館
に
は
、
行
幸
や
行
啓
、
献
上
品
な
ど
の
皇
室
に
関
す
る

文
書
が
多
数
残
さ
れ
て
お
り
、
昨
年
度
の
展
示
「
皇
室
と
滋
賀

県
」（
期
間
：
令
和
元
年
五
月
七
日
～
七
月
二
十
五
日
）
で
も

そ
の
い
く
つ
か
を
御
紹
介
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
今
年
四
月
に

移
管
さ
れ
た
昭
和
戦
後
期
の
資
料
を
中
心
に
、
こ
の
湖
国
巡
幸

に
つ
い
て
御
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

該
当
す
る
歴
史
公
文
書
は
、【
昭
01
―
06
】
か
ら
【
昭
01
―

19
】
の
計
十
四
冊
で
す
。
ま
た
行
政
資
料
と
し
て
、
写
真
資
料

【
資
―

615
】
か
ら
【
資
―

630
】
や
『
滋
賀
県
行
幸
誌
』【
資
―

631
】
も
あ
り
ま
す
。

行
幸
の
準
備

　

昭
和
二
十
六
年
十
月
五
日
、
宮
内
庁
よ
り
電
報
に
て
関
西
行
幸

の
内
定
が
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
服
部
岩
吉
知
事
は

東
上
中
で
あ
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
同
庁
へ
向
か
い
、
口
達
を
受

け
ま
し
た
。
同
月
十
七
日
に
は
行
幸
事
務
局
を
設
置
し
、
全
庁

あ
げ
て
の
準
備
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
行
幸
事
務
局
に
は
、

総
務
部
、
報
道
部
、
奉
迎
部
、
接
伴
部
、
御
視
察
部
、
御
宿
泊

部
、
資
材
部
、
警
衛
部
、
衛
生
部
、
工
営
部
、
車
両
部
が
設
け

ら
れ
、
そ
の
下
に
係
が
置
か
れ
ま
し
た
。
滋
賀
県
行
幸
事
務
局

規
程
で
は
、「
各
部
係
に
お
い
て
取
扱
っ
た
一
切
の
事
項
は
そ

の
要
領
を
記
録
し
、
そ
の
他
往
復
文
書
と
共
に
、
事
務
終
了
後

総
務
部
記
録
係
に
送
付
す
る
も
の
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
規
定
の
も
と
各
部
長
か
ら
記
録
係
に
提
出
さ
れ
た
も
の
が
、

『
天
皇
陛
下
行
幸
各
部
記
録
』【
昭
01
―
14
】
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
簿
冊
か
ら
は
、
各
部
の
業
務
内
容
を
詳
細
に
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、
天
皇
の
食
事
に
関
す
る
事
務
は
資
材
部
食
糧
係
（
食

料
の
調
達
）
と
御
宿
泊
部
庶
務
係
（
調
理
）
が
担
当
し
ま
し
た
。

食
材
の
調
達
方
針
は
、
①
す
べ
て
県
内
産
の
も
の
と
す
る
②
特

産
的
意
義
を
有
し
、
か
つ
生
鮮
度
の
高
い
も
の
を
用
い
る
と
い
っ

た
も
の
で
、
数
量
は
天
皇
一
人
分
と
し
て
い
ま
す
。
調
理
は
、
和

食
を
宿
泊
場
所
で
も
あ
る
彦
根
の
楽
々
園
、
洋
食
を
琵
琶
湖
ホ

テ
ル
の
料
理
長
が
行
い
ま
し
た
。
米
は
近
江
米
の
渡
舟
と
い
う
品

種
（
田
上
産
）
で
、
天
皇
は
「
殊
の
外
お
気
に
召
さ
れ
て
か
御
平

常
の
倍
近
く
も
御
召
上
り
に
な
ら
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

行
幸
時
の
様
子

　

綿
密
な
準
備
を
行
い
、
十
一
月
十
五
日
、
い
よ
い
よ
昭
和
天
皇

を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
行
幸
の
様
子
を
詳
細
に
記
録

す
る
た
め
、
県
で
は
御
視
察
・
奉
迎
場
所
合
計
二
一
ヵ
所
で
記

録
取
材
を
行
い
、
そ
の
資
料
を
『
天
皇
陛
下
各
視
察
所
奉
迎
場

記
録
』【
昭
01
―
15
】
と
し
て
綴
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
天
皇

だ
け
で
な
く
、
奉
迎
の
様
子
や
沿
道
の
景
色
、
展
覧
品
な
ど
、

随
所
で
写
真
を
撮
影
し
、ア
ル
バ
ム
（【
資
―

624
】～【
資
―

628
】）

に
整
理
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
ち
密
な
記
録
映
画
進
行

表
に
基
づ
き
ビ
デ
オ
を
撮
影
し
て
い
ま
す
。

記
録
に
残
す

　

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
本
県
で
は
記
録

を
後
世
に
残
す
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
が
徹
底
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
記
録
や
関
係
各
所
か
ら
集
め
た
資
料
、
感
想
文
を
も

と
に
、
昭
和
二
十
八
年
、「
県
下
巡
幸
の
盛
儀
を
永
く
記
念
す

る
た
め
」
に
『
滋
賀
県
行
幸
誌
』【
資
―

631
】
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
日
本
映
画
社
に
製
作
を
委
嘱
し
完
成
し
た
映
画
『
湖
国

巡
幸
』（『
昭
和
天
皇
地
方
御
巡
幸　

上
』
所
収
）
は
、
県
内
で

映
画
会
を
開
催
し
、
天
皇
へ
も
献
上
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
各
新
聞
社
、
通
信
社
の
協
力
を
得
て
撮
影
し
た
写
真

の
う
ち
八
九
枚
を
選
び
、
写
真
帳
『
湖
国
巡
幸
』【
資
―

629
】

を
作
成
、
一
部
を
天
皇
に
献
上
す
る
と
と
も
に
、
関
係
者
へ
配

布
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
湖
国
巡
幸
に
関
す
る
資
料
は
、
公
文
書
や
写
真

資
料
、編
さ
ん
資
料
な
ど
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

記
録
を
残
す
こ
と
を
念
頭
に
事
業
を
進
め
、
そ
の
後
も
現
在
ま
で

適
切
に
資
料
が
管
理
さ
れ
て
き
た
結
果
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
岡
本　

和
己
）

　

【
簿
冊
紹
介
】

湖
国
巡
幸
の
記
録

左上：行幸写真帖『湖国巡幸』【資-629】

右上：「天皇陛下行幸関係記録綴」【昭01-14】

下　：『行幸写真原本』【資-621】【資-622】

滋賀のアーカイブズ　第９号５



　

発
掘
調
査
に
よ
る
考
古
学
的
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
が
、
新
聞
な
ど

で
大
き
く
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
滋
賀
県
内
で
行
わ

れ
る
発
掘
調
査
の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
在
で
は
県
や
市
町
な
ど
の

地
方
自
治
体
が
調
査
主
体
と
な
り
、
考
古
学
を
専
門
と
す
る
行
政

職
員
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
昭
和

三
十
年
代
の
高
度
経
済
成
長
の
時
代
以
前
は
、
大
学
で
考
古
学

な
ど
を
学
ん
だ
埋
蔵
文
化
財
担
当
の
専
門
職
員
が
地
方
自
治
体

に
雇
用
さ
れ
て
い
る
例
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
大
学
に
考
古
学
講
座
が
設
置
さ
れ
た
の
は
大
正
五
年

（
一
九
一
六
）
の
京
都
帝
国
大
学
が
初
め
て
で
、
そ
れ
以
前
に
は

我
が
国
に
考
古
学
の
専
門
家
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
状
態
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
ん
な
時
代
に
も
土
木
工
事
な
ど
で
銅
鐸
や

古
墳
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
、
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
し
た
。
土

の
中
か
ら
貴
重
な
文
化
財
が
掘
り
出
さ
れ
た
当
時
の
様
子
を

我
々
に
教
え
て
く
れ
る
近
代
文
書
が
、
滋
賀
県
立
公
文
書
館
に

は
数
多
く
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
文
字
に
よ
る

経
過
報
告
だ
け
で
な
く
、
発
見
さ
れ
た
古
墳
の
姿
を
色
鮮
や
か

に
描
い
た
図
が
添
付
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
と
て
も
興
味
深
い

史
料
で
す
。

　

私
が
平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
に
担
当
し
た
滋
賀
県
立

安
土
城
考
古
博
物
館
の
企
画
展
「
近
江
の
考
古
学
黎
明
期
」
で

は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
の
行
政
文
書
に
着
目
し
、
滋
賀
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
県
庁
の
歴
史
的
文
書
の

目
録
を
手
が
か
り
に
、
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
・
発
見
に
関
す
る

史
料
を
検
索
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
初
期
か
ら
昭

和
二
十
年
代
に
か
け
て
の
行
政
文
書
の
中
に
、
多
く
の
注
目
す

べ
き
史
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ

の
中
か
ら
二
つ
の
遺
跡
に
関
す
る
史
料
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し

ま
す
。

明
治
年
間
の
遺
物
発
見
資
料  

―
竜
王
町
山
面
銅
鐸
―

　
『
文
化
財
保
護
法
五
十
年
史
』（
文
化
庁
二
〇
〇
一
）
に
よ
れ

ば
、
明
治
新
政
府
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
「
古
器
旧
物

保
存
方
」
を
布
告
し
、
社
寺
等
に
古
器
旧
物
の
類
を
書
き
上
げ

さ
せ
て
、
各
府
県
か
ら
大
蔵
省
お
よ
び
文
部
省
に
提
出
さ
せ
た

こ
と
が
文
化
財
保
護
行
政
施
策
の
ス
タ
ー
ト
と
さ
れ
ま
す
。
埋

蔵
文
化
財
に
関
す
る
施
策
と
し
て
は
、
明
治
七
年
に
「
古
墳
發

見
ノ
節
届
出
方
」（
太
政
官
達
第
五
九
号
）、
明
治
十
三
年
に
は

「
人
民
私
有
地
内
古
墳
等
發
見
ノ
節
届
出
方
」（
宮
内
省
達
乙
第

三
号
）
が
布
達
さ
れ
、
古
墳
を
発
見
し
た
ら
届
け
出
る
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治
十
年
九
月
二
十
七
日
付
け
の
内
務

省
達
甲
第
二
〇
号
に
よ
り
、
古
代
の
沿
革
を
徴
す
る
埋
蔵
物
が

発
見
さ
れ
た
と
き
は
、
処
分
す
る
前
に
内
務
省
（
明
治
十
九
年

以
降
は
宮
内
省
）
へ
届
け
出
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
そ

の
結
果
に
よ
っ
て
は
国
が
相
当
の
対
価
を
も
っ
て
購
入
し
て
、

永
く
博
物
館
へ
陳
列
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
施
策
に
よ
り
、
明
治
年
間
に
は
古
墳
や
埋
蔵
物
の

発
見
に
際
し
て
地
元
か
ら
届
出
が
行
わ
れ
、
そ
の
記
録
が
行
政

文
書
と
し
て
滋
賀
県
庁
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
明
治
前
半

期
に
お
け
る
考
古
学
的
発
見
と
し
て
有
名
な
も
の
は
、
野
洲
市

大
岩
山
で
の
銅
鐸
一
四
個
（
明
治
十
四
年
）
や
米
原
市
山
津
照

神
社
古
墳　
（
写
真
１
、
明
治
十
五
年
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

埋
蔵
物
発
見
か
ら
帝
国
博
物
館
（
現
在
の
東
京
国
立
博
物
館
）

に
収
蔵
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
良
好
な
史

料
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
明
治
二
十
三
年
の
竜
王
町
山
面
銅
鐸

発
見
に
関
す
る
一
連
の
文
書
【
明
す

630
】
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

文
書
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
基
づ
い
て
経
緯
を
見
て
い
く

と
、
銅
鐸
発
見
が
警
察
本
部
保
安
課
か
ら
県
の
庶
務
課
に
報
告

さ
れ
た
の
は
、明
治
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
し
た
。

「
蒲
生
郡
鏡
山
村
大
字
山
面
小
字
髙
塚
ト
称
ス
ル
村
有
山
地
」

に
お
い
て
、
砂
防
工
事
施
工
中
に
大
小
二
個
の
「
寳
鐸
」（
銅

鐸
）
が
掘
り
出
さ
れ
た
の
で
す
。
滋
賀
県
か
ら
宮
内
大
臣
に
五

月
十
九
日
付
け
で
上
申
さ
れ
た
文
書
に
は
、
こ
の
銅
鐸
の
図
が

添
付
さ
れ
て
い
て
、「
髙
壱
尺
五
分
／
長
口
徑
五
寸
（
写
真
２
）」

「
髙
七
寸
二
分
／
長
口
徑
四
寸
七
分
」
と
寸
法
も
記
入
さ
れ
て

い
ま
す
。
六
月
三
日
に
は
宮
内
大
臣
か
ら
滋
賀
県
に
「
發
堀
品

【
寄
稿
】滋

賀
県
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
保
護
課
　
田
井
中 

洋
介

滋
賀
県
行
政
文
書
で
探
る
近
江
の
考
古
学
史

写真１　山津照神社古墳【明せ99】
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當
省
帝
國
博
物
館
ヘ
差
出
ス
ベ
シ
」
と
い
う
回
答
が
あ
り
、
銅

鐸
は
二
個
一
五
円
で
博
物
館
に
買
い
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
当
時
の
巡
査
や
小
学
校
教
員
の
初
任
給
（
月
俸
）
は

八
円
程
度
な
の
で
、
銅
鐸
二
個
の
代
金
一
五
円
を
現
在
の
貨
幣

価
値
に
換
算
す
る
と
、
三
〇
万
円
程
度
だ
と
推
し
量
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
銅
鐸
二
個
は
、
明
治
十
四
年
に
発
見
さ
れ
た

野
洲
市
大
岩
山
一
号
銅
鐸（
日
本
最
大
の
銅
鐸
と
し
て
有
名
で
す
）

な
ど
と
と
も
に
、
今
で
も
東
京
国
立
博
物
館
で
大
切
に
保
管
さ
れ

て
い
ま
す
。

大
正
年
間
の
古
墳
発
見
資
料
　

　
　
―
守
山
市
寺
山
古
墳
・
大
塚
古
墳
―

　

最
初
に
触
れ
ま
し
た
が
、
国
内
の
大
学
で
初
の
考
古
学
講
座

が
濱
田
耕
作
（
一
八
八
一
～
一
九
三
八
）
博
士
に
よ
っ
て
開
設

さ
れ
た
の
は
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
の
こ
と
で
す
。
そ

の
翌
年
、
現
在
の
守
山
市
立
入
町
に
お
い
て
古
墳
が
発
見
さ

れ
、
当
時
ま
だ
二
三
歳
だ
っ
た
京
都
帝
国
大
学
の
梅
原
末
治

（
一
八
九
三
～
一
九
八
三
）
助
手
が
現
地
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

大
学
に
所
属
す
る
考
古
学
者
が
滋
賀
県
内
の
古
墳
を
調
査
し
た

初
期
の
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

地
元
の
守
山
署
長
か
ら
警
察
部
長
あ
て
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

大
塚
（
王
塚
）
と
称
さ
れ
る
墳
丘
を
堤
防
工
事
の
盛
土
に
使
用

す
る
た
め
崩
し
て
い
た
と
こ
ろ
、「「
石
槨
」
ニ
使
用
シ
タ
ル

石
ノ
如
キ
モ
ノ
」
や
土
器
の
破
片
、
埴
輪
な
ど
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
二
月
二
十
五
日
に
別
件
の
史
蹟
調
査
の
た

め
に
役
場
を
訪
れ
た
京
都
帝
国
大
学
の
中
村
直
勝
（
一
八
九
〇

～
一
九
七
六
）
文
学
士
と
師
範
学
校
の
小
島
捨
市
（
一
八
七
〇

～
一
九
四
三
）
教
諭
ら
に
調
査
し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
不
明
で

あ
っ
た
た
め
、「
京
都
大
學
ノ
古
墳
専
門
家
梅
原
某
氏
」
が
現

地
を
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

寺
山
古
墳
、
大
塚
古
墳
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
二
基

の
古
墳
は
「
野
洲
郡
守
山
町
大
字
立
入
第
弐
百
八
拾
九
番
字
大

塚
」と「
第
弐
百
九
拾
五
番
字
大
塚
」で
発
掘
さ
れ
、前
者
は「
古

墳
土
器
ノ
破
片
埴
輪
等
」
を
発
見
、後
者
は
「
古
墳
石
造
構
造
」

が
破
壊
さ
れ
た
状
況
で
発
見
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
現
地
を
調
査
し
た
梅
原
末
治
氏
の
報
告
文
や
、
発
掘
地

点
お
よ
び
周
辺
の
状
況
を
図
示
し
た
絵
図
な
ど
が
添
付
さ
れ
て

い
ま
す
（
写
真
３
）。
こ
の
報
告
文
は
、『
考
古
學
雜
誌
』
に
掲

載
さ
れ
た「
近
江
國
野
洲
郡
守
山
町
大
字
立
入
古
墳
調
査
報
告
」

と
同
じ
内
容
の
も
の
で
す
。
な
お
、
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、

県
で
保
管
し
て
い
る
行
政
文
書
の
ほ
か
、
守
山
市
公
文
書
館
に

も
提
出
書
類
の
写
し
や
、
梅
原
氏
が
地
元
に
送
っ
た
手
紙
が
保

管
さ
れ
て
い
ま
す
（
守
山
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
二
〇
〇
五
）。

　

大
正
六
年
の
梅
原
氏
に
よ
る
現
地
調
査
は
、
工
事
に
よ
っ
て

既
に
大
き
く
破
壊
さ
れ
た
古
墳
を
後
日
調
査
し
た
も
の
で
す

が
、
昭
和
初
期
に
な
る
と
安
土
城
跡
や
大
津
京
関
連
遺
跡
な
ど

を
考
古
学
者
た
ち
が
研
究
目
的
で
発
掘
調
査
す
る
時
代
が
や
っ

て
き
ま
す
。
滋
賀
県
に
お
け
る
考
古
学
と
文
化
財
保
護
の
歩
み

を
振
り
返
る
う
え
で
、
滋
賀
県
行
政
文
書
は
と
て
も
貴
重
な
史

料
だ
と
言
え
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

・
梅
原
末
治
（
一
九
一
七
）「
近
江
國
野
洲
郡
守
山
町
字
立
入
古
墳

調
査
報
告
」『
考
古
學
雜
誌
』
第
七
巻
第
十
一
號

・
文
化
庁
（
二
〇
〇
一
）『
文
化
財
保
護
法
五
十
年
史
』
株
式
会
社

ぎ
ょ
う
せ
い

・
守
山
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
（
二
〇
〇
五
）『
守
山
市
誌　

考
古
編
』

・
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
（
二
〇
一
九
）『
第
59
回
企
画
展

近
江
の
考
古
学
黎
明
期
』

・
田
井
中
洋
介
（
二
〇
二
〇
）「
滋
賀
県
行
政
文
書
で
見
る
「
近
江

の
考
古
学
黎
明
期
」」『
紀
要
』
三
三
号
、
公
益
財
団
法
人
滋
賀
県

文
化
財
保
護
協
会

写真２　竜王町山面銅鐸【明す630】

写真３　守山市寺山古墳・大塚古墳【明す177】
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【
企
画
展
示
予
定
】

  

「
生
を
衛
る

　
　 

︱
感
染
症
と
の
闘
い
の
歴
史
︱
（
仮
）」

　
　
　
　

令
和
２
年
９
月
28
日
（
月
）
～
12
月
24
日
（
木
）

　

明
治
十
三
年
に
衛
生
課
を
設
置
し
て
以
降
、
本
県
は

県
民
の
健
康
を
守
る
た
め
に
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
特
に
明
治
初
期
の
コ
レ
ラ
や
大
正
七
年

か
ら
十
年
に
か
け
て
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
な
ど
の
感
染
症

と
の
闘
い
に
着
目
し
、
御
紹
介
し
ま
す
。

  

「
大
正
・
昭
和
期
の
滋
賀
県
（
仮
）」

　
　
　
　

令
和
３
年
１
月
４
日
（
月
）
～
３
月
25
日
（
木
）

【
利
用
時
間
】
午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
休
館
日
】
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日

　
　
　
　
　

  

年
末
年
始
（
12
月
29
日
～
１
月
３
日
）

【
閲
覧
方
法
】

①
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
資
料
検
索
」
か
ら
、
閲
覧
し
た
い

資
料
を
検
索
し
ま
す
。

②
利
用
請
求
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
し
が
ネ
ッ
ト

受
付
サ
ー
ビ
ス
（
本
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
）、

郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
提
出
し
ま
す
。

＊
利
用
制
限
情
報
の
審
査
を
行
い
、
申
請
後
三
〇
日
以
内

に
利
用
決
定
を
行
い
ま
す
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
審
査
期
間
を
延
長
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。
準
備

が
で
き
次
第
、
利
用
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

③
事
前
に
閲
覧
日
を
連
絡
の
上
、
右
決
定
通
知
書
を
持
っ
て

御
来
室
く
だ
さ
い
。

※
目
録
の
利
用
区
分
が
「
公
開
」
の
資
料
で
あ
れ
ば
、
簡
易

閲
覧
と
し
て
当
日
に
利
用
で
き
ま
す
。

【
そ
の
他
の
利
用
】

・
文
書
の
撮
影
は
、
持
参
し
た
機
器
で
各
自
が
行
っ
て
く
だ

さ
い
（
写
し
の
交
付
も
で
き
ま
す
）
。

・
企
画
展
示
、
自
治
体
史
・
事
典
等
の
書
籍
は
、
審
査
な
し

で
自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。

・
資
料
の
保
護
の
た
め
、
館
内
で
の
飲
食
、
鉛
筆
以
外
の

筆
記
用
具
の
使
用
は
御
遠
慮
く
だ
さ
い
。

① ＪＲ大津駅から東へ徒歩５分。

② 京阪電気鉄道島ノ関駅から山側（南南西）へ

　 徒歩５分。

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
状
況
に
よ
っ
て

は
、
実
施
の
時
期
・

内
容
等
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

催
し
物
案
内

利
　
用
　
案
　
内
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